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　集中治療室で患者がベッドから転落して頭蓋骨骨折
等の傷害を負い死亡した事故に関し、一審判決（高知
地裁令和２年６月30日）と控訴審判決（高松高裁令和
４年６月２日）とで判断が分かれた事例を紹介します。

 １  事案の概要（控訴審が認定した事実関係） 

・患者A（26歳・男性）は、頭痛や倦怠感などの体調
不良が続いたためＢ病院を受診したところ、同病院に
おいて急性肺炎と診断されました。
・Ａは、Ｂ病院からY病院へ救急搬送され、同病院に 
おいて、急性呼吸窮迫症候群（ARDS）と診断され、
ICUで治療を受けることになりました。
・Ｙ病院は、Ａに対する両上肢の身体抑制を開始し、
気管内挿管による人工呼吸管理を開始しました。なお、
Ｙ病院の医師及び看護師が、ベッドで横になっている
Ａに動脈ラインを挿入するため、Ａに装着していた右手
の安全ベルトを外したところ、Ａはベッドから起き上が
ろうとするなどの不穏行動を起こしました。
・その後、Aは、医師及び看護師がICUから退室した際、
ベッドから病室の床に転落し、頭蓋骨骨折、外傷性 
くも膜下出血及びびまん性脳腫脹の傷害を負い、脳死
状態となりました（本件事故から約３か月半後に死亡）。
・Ａの両親はＹ病院を運営する企業団（特別地方公共
団体）を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。

 ２  裁判所の判断 

　裁判では、Aが呼吸苦若しくはせん妄又はその両方
によって不穏状態に陥り、これによってベッドから転
落する危険があることをＹ病院の職員が予見し得たか 

（予見可能性の有無）が主に争われました。
⑴一審判決
　一審判決は、本件事故は非常に稀な類型の事故で 
あり、その発生を予見することは著しく困難であると 
して、被告の過失を否定しました（請求棄却）。
⑵控訴審判決
　控訴審判決は、Aは、本件事故当時、浅い鎮静下に
とどまっており、気管内挿管をされた状態であったこ
とからすれば、突発的に強い不穏を起こすなどの危険 
行動を取る可能性は十分に存在するといえ、本件不穏
行動の強さを踏まえると、本件ベッドのベッド柵の高さ
が30cmしかないため、Aを抑え付ける者がいなければ、
Aが不穏を強めることで、本件ベッドから床面に頭部 
から転落する可能性は十分にあり得たというべきで 
あるとして、Aが転落する可能性について予見可能性を
認めました（請求一部認容）。

 ３  コメント 

　一審判決と控訴審判決とでは、事故前にAがとっ
た不穏行動についての事実認定と評価が異なります。 
一審判決では、安全ベルトが外された際に、Aがベッド
上で起き上がろうとして、右手を振り回そうとしたとだけ
認定され、事故時にとったと思われる体動（ベッド上で
立ち上がり、ベッド柵を乗り越えること）との違いが指
摘されました。他方で、控訴審判決は、Ａがベッド上
で激しく身体を動かし、医師及び看護師合計４名で押さ
えつけようとしたが直ちに制止でないほど不穏の程度は 
強度であったと認定し、事故の予見可能性を認めました。
その上で、控訴審判決は、ICUが重症患者を24時間 
体制で監視すべき場所であることから、ICU全体を見渡
せる人員を常時１名確保すべきであったとして、その 
ような義務に違反したY病院の過失を認めました。
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